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二臨調で取り上げられ、世間一般に広く報道されるようになったことに起因すると思

われる。そのことは、コラムが 80年以来の説明文に、「現在でもノン・キャリア組が

幹部とくに本省の課長以上へ登用される道が閉ざされてはいないが極めて例外的であ

る。そこで一方で真に実力あるノン・キャリア組を幹部に登用する道を拡大し、その

士気を高揚し、他方でキャリア組の安易な昇進を是正することを検討する必要がある

とされている。第二次臨時行政調査会の答申においてもこの点に触れている」という

文章を追加していることからうかがわれる。

　ところで、<キャリア組 >が初登場した 8年前の 1972年、『基礎知識』に、すでに

<キャリア・システム >という項目が設けられていたことに注目したい。そこには、

「行政機能が拡大し、その内容が複雑化するに応じ、専門的職業的公務員が生涯の職

として恒久的に公務に従事すること。…終身雇用、年功序列の伝統が強いわが国と

異なり、アメリカのような国では、この問題が人事行政の一つの課題となっている」

とある。文章の後半部からも分かるように、この説明において <キャリア・システ

ム >は完全に「他人事」として捉えられており、アメリカ流の、もともとの意味での

「career」概念の説明となっているのである。この意味でのキャリア・システムの説明は、

1984年版では姿を消している（裏返して言えば、1980年からの 3年間は、「キャリ

ア」概念と、アメリカ式のキャリア・システムの項が混在していたことになる）。現

在の日本で、このアメリカ的意味における「career」概念は死語化してしまったと言っ

て差し支えなかろう。なお、この「キャリア」と「career」の概念の分裂は、生島ヒロ

シ他による『英語と比較ができる和製カタカナ語辞典』（1995年刊）が明確にしてい

るので紹介しておく。すなわち <キャリア >とは、「①国家公務員上級試験の合格者。

a career official … 英語の careerは専門職、一生の職業や職歴を指す。career path, career 

ladder。日本語のキャリアは、キャリア組、いわゆる高級官僚を指す」。

　それでは、『基礎知識』に則って、「キャリア」概念が日本に浸透し始めたのは

1980年頃であると考えていいのだろうか。今しばらく、他の辞典類を参照してみよう。

吉沢典男『外来語の語源』（1979年刊）では、<キャリア >を「①経歴、経験。②（日

本の官庁で）国家公務員上級試験に合格している者。高級官僚への出世が約束されて

いる。キャリア組」と定義している。時代をさらに遡ってみると、1977年のあらか

わそおべえ『角川外来語辞典（第二版）』において、<キャリア >は「履歴。経歴。（特

にスポーツで）試合歴、競技経験」と定義づけられており、ここには「キャリア」概

念は見られない。しかし、1973年刊行の『日本国語大辞典』を紐解いてみると、そ
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格な身分的区別は取り除かれたが、依然としてこのキャリアとノンキャリアの区別は

身分的区別の１類型であるといわざるを得ない」(7)として、「キャリア」システムの存

在に戦前戦後連続論の観点から批判的な目を向けている。同じ年の森田朗『現代の行

政』は、日本において省庁組織が強固な自律性を持つ要因として、「人事、とくにキャ

リアと呼ばれる幹部職員の人事が省庁組織単位で行われていること」(8)を挙げている。

　時代はさらに、1980年の境界線を越えて過去へと向かう。1977年刊の村松岐夫編

『行政学講義』には「［上級職甲種］法律職試験の合格者を中心にいわゆるキャリア組

が構成されエリートとしての扱いをうけている」(9)という記述を発見できる。これは、

先の村松による『行政学教科書』とほとんど内容を同じくしている。さらに、1974

年刊の『現代行政と官僚制（下）』に所収された論文「高級公務員の意識」において

渡辺保男は、「上級甲種試験をパスして、各省庁本省に採用された者が幹部候補者で

ある。彼らは有資格者あるいはキャリア等と称せられる」(10)として、「キャリア」概

念を紹介している。ここで渡辺は、「キャリア」と「ノンキャリア」の間の関係を分

析して、「実務は多年にわたる勤務を通じてそれに精通したベテランの、いわゆるノン・

キャリアによって運営される場合が少なくない。キャリアは、実務ではノン・キャリ

アの上に乗っていればよい」(11)のだと記述している。

　しかし、同じ著者による 1976年の論文「公務員のキャリア」（辻清明編『行政学講

座４』に所収）の冒頭では、「公務員のキャリア（経歴）について、ここでは主にわ

が国の国家公務員、とくに幹部候補者あるいは高級公務員を中心とし、その採用・昇

進・退職について記述することにする」(12)という記述が見られ、ここでは <キャリア

>が経歴という意味において捉えられていることが分かる。これ以後もこの論文の中

で「キャリア」概念は使用されておらず、「幹部候補者」、あるいは「高級公務員」と

いうのがそれに代替する概念となっている。この論文が先の論文の 2年後に書かれて

いることを考えると、1970年代中頃には「キャリア」概念は学界に広く定着しては

おらず、まだまだ「幹部候補」「有資格者」などが一般的に流通している概念だった

のではないかと推測される。

　さらに時代を遡って、1960年代に書かれた教科書を見ると、たとえば辻清明の『行

政学概論（上巻）』には、カヴァーしている範囲の関係もあるが、「キャリア」概念は

見られない。行政学の文献を見るかぎり、「キャリア」概念は 1974年までしか遡及す

ることができなかった。
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なぜ官庁に入ったばかりの「若造」が「経歴のある者」と捉えられるのかは、この記

述からでは読みとることができない。なお、本書では他に、「役人社会学」と題して、

「キャリア」と「ノンキャリア」の行動パターン、思考様式、ふるまいなどの違いに

ついて子細に論じている。このあたりは、さすがにこの本が「おもに霞ガ関の各省庁

の本省の住人」(20)によって書かれただけのことはあると感心させる。

　続いて、少し特殊であるが、城山三郎『官僚たちの夏』（1975年刊）を見ておきたい。

この小説は、通産省の伝説的な事務次官・佐橋滋をモデルに、高度成長期の日本にお

ける彼とその周辺の奮闘を描き出した傑作である。本書の前半部で、主人公の風越信

吾（すなわち佐橋）は、省庁訪問にやってきた東大の学生に対して、「たとえばの話、

入省年次順に昇進するなどというトコロテン人事は、ぶっこわす。昇級試験を設けて、

ノン・キャリ組も、どんどん抜擢する。それに、きみらの期には、キャリアにも女性

を採用するつもりだ」(21)と持論を吐きだしている。佐橋が通産省大臣官房秘書課長の

ポストにいたのは 1954年 7月から 57年の 6月までで、この場面は、佐橋の秘書課長

二期目の始め、初夏であることを考えると、おそらく 56年の 6月～ 7月頃と考えら

れよう。つまり、この時期には通産省にすでに「キャリア」概念が存在し、それが通

用していた可能性が見えてくるのである。しかし、この本はあくまでフィクションで

あり、上記のセリフが風越のものであって佐橋のものではない以上、当時の通産省で

すでに「キャリア」概念が使われていたのか、あるいは 1975年の段階で小説の作者

である城山が知っていた「キャリア」概念を当てはめて用いただけなのか、結論づけ

られない。そこで、佐橋本人が著した自伝『異色官僚』（1967年刊）を参照してみると、

「われわれ［佐橋が委員長を務めていた商工局（戦前の商工省の後継組織）の労働組合］

は官吏登用試験を提案した。キャリアーの事務官はどんどん飛び越し昇格をしていく

のに、一般職員はほとんどかえりみられないでいつまでも下積みにあまんじていなけ

ればならなかった」(22)、あるいは、「人事課長ともなるとキャリアーの連中が多い。キャ

リアーの連中は昇進昇格も早い、出世の楽しみもある、恵まれた少数のエリートにす

ぎない」(23)といった記述が見つけられる。だが、ここでもやはり、佐橋が当時からこ

の言葉を使っていたのか、それとも自身の回想に、執筆時に知っていた「キャリア」

概念を当てはめただけなのか判然としない。しかし、少なくとも 1967年の段階では、

佐橋は「キャリア」概念（言葉は <キャリアー >であったが）を知っていたし、説明

なしで普通に使用しているということだけは確かである。ここに「キャリア」概念は、

1970年のボーダーラインを乗り越えたことになる。

<キャリア >の歴史
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　ところが、1960年代前半までいくと、「キャリア」概念は影を潜めてしまう。松本

清張『現代官僚論』（1963年刊）には、<キャリア >という言葉が見られるものの、

それは「キャリア」概念とは若干ニュアンスを異にしているように思われる。松本は

以下のように記述する。「課長補佐は省内切ってのベテランであり、高級官僚のごと

く東
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

大も高文もというようなキャリアはない。どのように才能があっても、事務練達

でも課長補佐が終着駅である［傍点筆者］」。(24)ここで示されているのは、いわば「キャ

リア＝資格」という捉え方であると言えよう。すなわち、高文を合格した者
・

が「キャ

リア」にな
・ ・

るのではなく、高文を合格したこ
・ ・

とでキャリアを持
・ ・

つのである。同様の

<キャリア > の捉え方は、その 1年後に刊行された同じ著者の『現代官僚論 2』に

おける「三十九年三月末に発表された警察人事の新異動では、吉武辰雄の警視庁防

犯部長が出現した。…彼は巡査から叩き上げた全くのノン・キャリアである。昇進

試験一本槍で今日までのし上ってきた刻苦勤勉型だが、この防犯部長というポスト

はキ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ャリアのない者の行きつく最高の椅子としてただ一つだけ残されている[傍点

筆者]」(25)という記述にも見られる。

　しかし、われわれはこの <キャリア >の捉え方に、career（＝経歴）と「キャリア」

をつなぐヒントを見いだせる。『広辞苑』で <経歴 >を調べてみると、その③に、「こ

れまでに経てきた学業・職業・資格などに関する事柄。履歴」という定義を見ること

ができる。上述した松本の「東大も高文もというキャリアはない」という表現は、こ

の『広辞苑』の定義にぴったり符合するのである。すなわち、東大における「学業」

と高文（文官高等試験。現在の国家公務員採用 I 種試験にあたる）を合格してきたと

いう「資格」は、その人間が持つ経歴＝ <キャリア >にほかならないのである。そして、

そのような <キャリア >を持った人間が、今でいう「キャリア」の座を独占する状況

下においては、<キャリア >を持つ人間が <キャリア >それ自体と同一視されるのは

当然のなりゆきであろう。こうして <キャリア >がいつの間にか、資格ではなく人を

指す言葉として定着したのだとは考えられないだろうか。これは、<キャリア >の概

念化過程の一つの有力な説明となりうる。

　さらに興味深いのは、松本『現代官僚論』が、他の文献とは少し切り口の異なる「有

資格者」「幹部候補生」観を提示していることである。すなわち、「東大卒の『幹部候

補生』」(26)という記述に端的に示されているごとく、試験の区分以上に、東大卒かそ

れ以外の大学卒かというのが、「有資格者」を見分けるメルクマールであるという指

摘がなされているのである。「例えば警察官僚(旧内務官僚)では、東大卒は『有資格者』
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と呼ばれ、大蔵省関係では『学士さん』と呼ばれて」(27)明確に区別されていた。その

区別は人事上の差別につながり、「『有資格者』の最終コースは次官だが、よほどの落

度がない限り局長クラスまで行く。しかし、同時に入った私大卒の『兵隊』では、課

長か、課長補佐あたりがせいぜいである。これは各省を通じて同じ」(28)だというので

ある。(29)

　この「有資格者＝東大卒」という視点は、何も松本独特のものではなかったようで

ある。1959年刊の『官僚』は、「戦前は高文合格者がいわゆる特権官僚だったが、こ

れからは東大出の試験採用組が特権組となる。…東大出でなくとも、一応官立大出身

者ならば特権組みの仲間入りをさせてもらえる。しかし、同じ大学卒業でも私大では

必ずといってよいほど特権組みから“村八分”されてしまうのである」、(30)そして「大

学卒業者のうち“官学組”は各官庁秘書課のとくべつのあつかいをうけて成績優秀と

いう口実のもとに、［級別資格基準表が定める］最低年数が終わるのももどかしそうに、

つぎつぎと上の等級に進出するのである」(31)として、当時の官庁内における東大優位、

「国立大学優位」の状況を浮き彫りにしている。ただしこの本には、<キャリア >と

いう言葉は登場してこない。

　時代はすでに 1950年代に突入しているが、この時代に関する興味深い記述を川村

祐三『ものがたり公務員法』に見つけたので紹介しておこう。1955年に人事院に採

用され、91年まで勤務した川村は、「1960年代前半くらいまでは、少なくとも人事院

の中ではキャリア・ノンキャリアという言葉は表向きは禁句だった」(32)と当時を回顧

し、それは、「国家公務員法の主管官庁の職員として、その理念に反する差別を容認

するような言葉を使うことははばかられるという気分」(33)があったからではないかと

分析している。川村の記憶が正確なものであれば、1960年代前半頃には、すでに特

権官僚を指し示す「キャリア」概念が、戦前の「高文組」という言葉に変わるものと

して霞ヶ関に流通しており、人事院以外の官庁では普通に使われ、さらに人事院にお

いても、裏では使われていたという可能性が浮かび上がってくるのである。

　しかし、いや、川村の回顧に従えば、それは当時まだいくばくかの後ろめたい感覚

とインフォーマル性や閉鎖性を伴った用語だったようであるから、むしろ「それ故に」

と言うべきか、この年代の文献には、もはや <キャリア >という言葉自体が見つから

なくなってくる。東京新聞社編 『官庁物語』（1958年刊）では、「赤門出の特権官僚」
(34)という言葉に始まり、「昔の高文組、現在なら上級職試験合格者、官庁では有資格

者と呼んでいるが、この一群に身をおくようになれば、しめたもので、役人として
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リア」制度の撤廃を一つの大きな目標として掲げていたという事実に注目したい。

GS局長宛ての「日本官僚制と応答可能な政府」(44)と題されたこの文書においてマキは、

「日本官僚制を長期的視点から改革するための第一の前提条件は、全く新しい基盤に

立つ公務員の創出である」とした上で、その前提条件を整えるための方策の第４に

「キャリア官僚（“career” bureaucrat）が、彼よりもより技術的に優れている者に対して、

法的・特権的な優遇を受けるというシステムの廃止」を掲げているのである。すなわ

ち、ここでは <キャリア >という言葉が実際にマキ自身によって使われており、さら

にそれは、文脈から判断して「キャリア」概念であると考えられる。

　この事実を受けて、考えられる可能性は二つである。一つ目は、「<キャリア >と

いう言葉を、高等試験を通過した幹部候補生という意味で使うのは日本のインフォー

マルな用法であって、アメリカで career serviceと言った場合、それは終身職の公務員

のことを意味している」という通説が実は誤りで、本当はアメリカにも「キャリア」

概念があったのではないかというものである。いま一つは、GSのメンバーが占領の

ために日本に入ってきて、日本の官庁事情を官僚（これまでの議論をふまえれば、お

そらくは外務官僚(45)）達からヒアリングする中で、彼らが以前から使用していた「キャ

リア」概念を知り、それをマキがこのメモの中で使用したというものである。ここで

筆者は、第二説に与したい。なぜなら、本文がわざわざ引用符を使って careerという

単語を囲んでいるからである。仮にアメリカに元々あった用語法ならば、このような

扱いはしないはずである。(46)こうして今や「キャリア」概念の起源は、戦前までも視

野に入れて遡らなくてはならないものとなった。

　そして筆者は、「キャリア」概念の「戦前遡及説」と「外務省起源説」を裏付け

る、一つの興味深い文献に辿り着く。それは、1936年 10月の The American Journal 

of International Lawに掲載された、ケネス・コールグローヴの “The Japanese Foreign 

Office”という論文である。この論文は、そのタイトルが示すごとく、日本（大日本帝国）

政府の渉外担当部局、すなわち外務省について詳細に解説している。

　コールグローヴによれば、日本の外務省の長（すなわち外務大臣）には他の省より

も専門性が求められると考えられているために、例えば内務大臣は元警官でなくても

なれるし、文部大臣は元教師でなくてもなれるのに対して、ほとんどの場合、元外交

官が就任しているのだという。日本において、専門的外交官を育成するには数十年の

時を要したが、一旦それが登場すると、「よろず屋」的な政治家は外務省から排除さ

れていった。その結果、今では「<キャリア >（career(47)）職員が外交当局の長となる
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ことは、アメリカでは全く、イギリスでもほとんど無いのに対して、日本では、<キャ

リア >外交官が外務省を支配している」(48)のである。ここでの <キャリア >は、どう

やら「終身職」を意味するアメリカ式の概念として使われているように思われる。

　しかし、論文の後半になると、それが含む意味内容が微妙な、非常に「キャリア」

概念に近い意味で解釈しうる <キャリア >という言葉が登場してくる。コールグロー

ヴは、外務職員の採用が２つの競争試験(49)によっていることを紹介し、「高等試験は、

<キャリア >職員志願者のためのものである。対して普通試験は、<ノンキャリア >

（non-career）職員に要求される」(50)と述べるのである。さらに、「普通試験に合格した

者は、判任官として任用され、事務員・通訳・書記生にしかなれず、長い勤務の後よ

うやく奏任官に昇進する資格を得る」(51)のに対して、「高等試験に合格した者は、奏

任官 7等［正確には奏任官である高等官 7等］に任命され、その後も昇進により最高

位まで到達することが可能である」(52)と説明している。高等試験合格者と同じように

終身職の官吏となるはずの普通試験合格者のことを <ノンキャリア >と言っているこ

とからして、ここで使われている careerを「終身職の」という意味に捉えることは不

可能と思われる。また、両者の人事上の処遇を意識的に対比させていることは、そう

した処遇の差別こそが、日本の <キャリア >と <ノンキャリア >を分けているという

正確な認識を、コールグローヴが持っていたことを示している。以上のことから、こ

の論文で使われている <キャリア >が、「キャリア」概念なのではないかと考えうる

のである。

　ただし、careerを『外来語辞典』（1967年刊）による <キャリア >の定義、「②正常

の経歴をふんだ外交官」にならって、ただの ｢終身職 ｣ではなく、「終身職の外
・ ・ ・

交官」

という含みまで持った概念と考えれば、non-careerとは「（終身職ではあるが）外交官

ではない」という意味にとれないこともなく、そうすれば、「普通試験は、<ノンキャ

リア >職員に要求される」という文章も意味が通ることになろう。しかし、ここで辻

褄を合わせたとしても、この論文のすべての careerを「終身職の外交官」概念として

捉えることには無理がある。例えば彼は、career diplomatという言葉を多用している。

また、「日清戦争の終わりまでには、外交官と領事官のほとんどが <キャリア >職員

によって担われるようになった」(53)という用語法も見られる。言うまでもなく、これ

らの個所で上記の概念を採用すると、明らかなパラフレーズになってしまうのである。

ここでは、<キャリア >を「終身職の」と取るか、あるいは「キャリア」概念と取る

必要があるだろう。かくして、丁寧に読めば読むほど、コールグローヴが careerを一

<キャリア >の歴史 
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つの固定的な概念として使っていたとは到底考えられなくなっていくのである。マー

ガレット・マスターマンは、トマス・クーンが『科学革命の構造』において、かの有

名な「パラダイム」という言葉を 21通りの意味で使っていると分析してみせた(54)が、

それに比べれば、コールグローヴはまだましな方なのかもしれない。

　故人にすでに口は無く、これ以上彼の careerの用語法を詮索してその不安定性を

呪ってみても、あまり有益ではなかろう。いずれにせよ、外務省における「キャリア」

概念の生成に、この論文が多かれ少なかれ何らかの役割を果たしていたことは間違い

ない。アメリカの由緒ある国際法雑誌に掲載された、しかも自分たちのことを書いて

いるこの論文を、当時の外務省の情報収集回路が取りこぼしたとは考えにくく、これ

が霞ヶ関の「キャリア」外務官僚達の耳目に触れていたことは間違いない。そこで彼

らは、高等試験採用者である自分達が career（それがいかなる概念だったにせよ）と

いう言葉で形容されているのを見つけ、それを仲間内で広めたのではないだろうか。

あるいは、アメリカに駐在していた外交官を初めとする在外職員達がこの論文を読ん

でいたことも考えられ、彼らが在外勤務を終えて本省に戻ってきた時に、<キャリア >

を「舶来のナウい言葉」として使い始め、浸透させた可能性もある。この論文が <キャ

リア >という言葉の概念化の端緒を開いたという推察は、あながち非現実的なもので

はないだろう。

　さらに筆者は、アメリカにおける careerの言葉史・概念史を追うことで、まだ確証

は無いものの、言葉の流入経路と時期をある程度まで解明できたと考えている。紙幅

の都合により、これ以上詳述はできないが、careerという言葉は、このコールグロー

ヴ論文が書かれた 1936年よりさらに前、1920年代におけるアメリカの外務公務員制

度改革の流れから日本の外務省に伝来した可能性が高いという仮説的結論だけを示し

ておこう。

　以上、本節における考察を総括すると、「キャリア」概念の生成は、おそらくアメ

リカからの言葉の流入を契機にしており、それに外務省が大きく関与したことは間違

いなく、さらにその時期は戦前、少なくとも 1936（昭和 11）年付近までは遡ることが

できるということになる。
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History of “Kyaria”(Career) in Japanese Bureaucracy: 

Focusing on the word and its concept

<Summary>

Sho Kawate

     In Japan, a word “kyaria” designates a person who passes the 1st Grade 

Examination for National Public Servants (Kokka Koumuin Saiyou Isshu Shiken) 

and is employed by the central ministries. Kyaria is also a value-laden concept 

that indicates tokken-kanryou, or a privileged bureaucrat, who can be promoted 

very rapidly and reach executive posts such as vice-minister or bureau head. 

Although it is natural to think that the word kyaria is derived from an English 

word, career, this word originally does not have these meanings. This English 

word has been distorted, or saying it in a more neutral way, transformed into the 

Japanese concept in a process of import to Japan.

    This paper tries to reveal when the word came to Japan from where, and 

how and why it was changed into the Japanese concept, kyaria. This will be 

accomplished through seeking the word in dictionaries, textbooks of public 

administration, non-fiction books and reportages, and analyzing how the word is 

used in each documents.

     As a result of thorough scrutiny of documents, there are four major findings 

in this paper. First, Gaimusho, or the Ministry of Foreign Affairs, has been 

functioning as a an incubator of the Japanese concept of kyaria. Secondly, the 

origin of the concept can date back to the pre-war period, probably around the 

middle of 1930s. Third, the concept, which had been used only in the pre-war 

Gaimusho, began to flow out to other ministries of Kasumigaseki in the early 

years of 1960s. Finally, the concept, going out of Kasumigaseki, started to 

become public from 1970s.


